


特設HP

石狩市への企業版ふるさと納税のご案内

継続的なデマンド事業の
実施にご支援を
お願いいたします。

お問い
合せ先

【北海道石狩市　企画政策部企画課】　
TEL：0133-72-3161 FAX：0133-74-5581
Email：kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp

企業版ふるさと納税の制度概要
　「企業版ふるさと納税制度（地方創生応援税制）」は、地方公共団体が行う地方創生の取組に対して
企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
企業として地域振興やSDGsの達成など社会貢献ができるメリットもあります。

市内交通事業者と石狩市が中心となって、デマンド交通の運営・協議を
行う組織として、「石狩湾新港地域公共交通サービス推進協議会」を設立
しました。今後は、本協議会が中心となってデマンド交通を推進します！

寄附額

企業版ふるさと納税を活用した寄附の軽減効果

通常の寄附の軽減効果

損金算入による軽減効果
国税＋地方税

①法人住民税 寄附額の4割を税額控除（法人住民税法人税割額の20%が上限）
②法人税 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。
 ただし、寄附額の1割を限度。（法人税額の5％が上限）
③法人事業税 寄附額の2割を税額控除（法人事業税額の20％が上限）

①法人住民税
＋②法人税
控除

法人事業税 企業負担

約3割 約4割 約2割
軽減効果最大

約9割に！

約1割
税目ごとの
特例措置

▶手続等の詳細は、石狩市のホームページをご覧ください。

　AI技術を活用した新たな公共交通モードとして注目を集める「デマンド交通」について、現在、
石狩市内タクシー事業者と石狩市が事業主体となり、石狩湾新港地域及び市街地をフィールド
として実証事業を行っております。今後、継続的に地域公共交通サービスを実施していくには、
実証スキームからさらに一歩進んだ事業スキームを構築していく必要があります。ユーザー、
石狩市そして企業の皆様と協力して、地域公共交通サービスの発展を目指します。
　ぜひ、本市の取組を応援してください！

【官民連携でデマンド事業を推進します】

▶石狩市外に本社がある企業が対象となります。　▶1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。　
▶寄附の代償として経済的な利益を供与することは禁止されています。

企業版ふるさと
納税ホームページ


